
全部変更にあたっての論点・留意点
－補足説明資料－
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フルプランの対象範囲（概念図）

○これまでの需要主導型のフルプランは、社会資本整備重点計画などの整備に関する計画から、フルプラン地域内の水の安定供
給に関する対策を抜き出し、１／１０渇水時の水需給バランスを評価した計画といえる。

○新たなフルプランでは、「大規模地震」、「老朽化に伴う大規模な事故」、「気候変動に伴う危機的な渇水」等の新たなリスクも計画
の対象となり、扱う事象が拡大することとなる。そのため、計画策定にあたっては、他計画との役割分担の整理が必要。

○また、「国土強靱化基本計画」及び「水循環基本計画」等の、近年策定されたいわゆるアンブレラ計画の考えを取り入れることも
必要。

気候変動
・気候変動の影響へ
の適応計画
・国土交通省気候変
動適応計画 等

地震防災
・地震防災基本計画
・南海トラフ地震防災対策推
進基本計画

・首都圏直下型地震緊急対
策推進基本計画 等 ・インフラ長寿命化基本計画

・インフラ長寿命化計画（行動計画） 等

整備
・社会資本整備重点計画

・地方ブロックにおける社会
資本整備重点計画
・河川整備計画 等

・国土グランドデザイン2050
・国土形成計画
・国土利用計画 等

防災

・防災基本計画
・防災業務計画
・地域防災計画
・業務継続計画 等

水循環

・全国総合水資源計画
（ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾗﾝ21）
・地盤沈下防止等対策要綱

・雨水の利用の推進に関する
基本方針 等

水資源開発基本計画
（フルプラン）流域マネジメント

水循環基本計画

FPで対象とするリスク対応と
他計画との役割分担(案)

地震対策・老朽化対策
・地震対策については「南海トラフ地震

防災対策推進基本計画」などの地震防
災関係の計画で、老朽化対策について
は、「インフラ長寿命化基本計画」な
ど維持管理関係の計画で具体の行動が
定められている。

・よって、ＦＰにはこれらの関連計画か
らＦＰ地域の水利用に関する施策を抜
き出し、効果及び進捗状況等を確認し
た上で、ＦＰに反映。

危機的な渇水
・渇水は、災対法の対象外であり、また

渇水リスクはＦＰの根幹でもあること
からＦＰで具体のハード・ソフト対策
を検討し、ＦＰに反映。

国土強靭化基本計画

リスクマネジメント

※渇水を含んだ計画

※渇水は対象外

リスク管理型

需要主導型

水利用

老朽化

国土利用

論点 ０－１：政府として定めた、関連する各種計画と、フルプランの役割と他計画の役割分担は如何
にあるべきか
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論点 ０－２：「需要主導型」から「リスク管理型」への転換にあたってのフルプランの記載内容のあり
方を見直すべき

原則10箇年第１位相当の渇水時を基準として水の安定供給を目指してきたこれまでの水資源政策により、これまでのところ、
発生確率が高く社会的影響が大きい渇水リスクは低減されてきた。

リスク管理型のフルプランは、これまでの目標に加え、地震等の大規模災害等、発生頻度は低いものの水供給に影響が大きい
リスクに対しても、最低限必要な水を確保する事を新たな供給の目標とするもの。

リスク
に伴う
社会的
影響

リスクの発生頻度
高

低

大小

【頻度：低、影響：大】

発生の可能性は少ないが重大なリスク

○地震等の大規模災害への対策
､ ､

○危機的な渇水（ゼロ水）対応

○老朽化に伴う大規模な事故への対応

【頻度：低、影響：小】
発生の可能性は少なく小規模なリスク

【頻度：高、影響：小】
頻繁に発生する小規模なリスク

【頻度：高、影響：大】
頻繁に発生する重大なリスク

○水需給バランスの確保

・近年1/10相当の渇水時の安定供給

・地域の実情に即した安定的な水利用

「需要主要型」フルプランの領域

「リスク管理型」フルプランで加わる領域

発生頻度が高く社会的影
響の大きい渇水のリスク
は低減されつつある

水供給を巡るリスクへの対応
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リスクマネジメントのプロセス（ JIS Q 31000）

組織の状況の確定

リスク特定

リスク分析

リスク評価

リスク対応

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
協
議

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
レ
ビ
ュ
ー

リスクアセスメント

（出典）JIS Q 31000:2010 リスクマネジメント－原則及び指針

リスク 目的に対する不確かさの影響

リスクマネジメント リスクについて、組織を指揮統制するための調整さ
れた活動

コミュニケーション
及び協議

リスクの運用管理について、情報の提供、共有又は
取得、及びステークホルダとの対話を行うために、組
織が継続的に及び繰り返し行うプロセス

リスクアセスメント リスク特定、リスク分析及びリスク評価のプロセス全
体

リスク特定 リスクを発見、認識及び記述するプロセス

リスク分析 リスクの特質を理解し、リスクレベル（結果とその起こ
りやすさの組み合わせとして表現される、リスク又は
組み合わさったリスクの大きさ）を決定するプロセス

リスク評価 リスク及び／又はその大きさが、受容可能か又は許
容可能かを決定するために、リスク分析の結果をリ
スク基準（リスクの重大性を評価するための目安とす
る条件）と比較するプロセス

リスク対応 リスクを修正するプロセス

モニタリング 要求又は期待されたパフォーマンスレベルとの差異
を特定するために、状態を継続的に点検し、監督し、
要点を押さえて観察し、又は決定すること。

レビュー 確定された目的を達成するため、対象となる事柄の
適切性、妥当性及び有効性を決定するために実行さ
れる活動

リスクに関する用語

（出典）JIS Q 0073:2010 リスクマネジメント－用語

論点 ０－２：「需要主導型」から「リスク管理型」への転換にあたってのフルプランの記載内容のあり
方を見直すべき
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国の計画にリスクマネジメントのプロセスを取り入れている例

－「国土強靱化基本計画（H26.6.3閣議決定）」－

目次

はじめに

第１章国土強靱化の基本的考え方

第２章脆弱性評

第３章国土強靱化の推進方針

第４章計画の推進と不断の見直し

おわりに

＜計画本文 抜粋＞
第１章 国土強靱化の基本的な考え方
３基本的な進め方～PDCA サイクルの徹底～
「国土強靱化」は、いわば国のリスクマネジメントであり、

①強靱化が目指すべき目標を明確にした上で、主たるリスクを
特定・分析

②リスクシナリオと影響を分析・評価した上で、目標に照らして
脆弱性を特定

③脆弱性を分析・評価し、脆弱性を克服するための課題とリス
クに対する対応方策を検討

④課題解決のために必要な政策の見直しを行うとともに、対応
方策について、重点化、優先順位を付けて計画的に実施

⑤その結果を適正に評価し、全体の取組を見直し・改善

というPDCA サイクルを繰り返すとともに、常に直前のプロセス
に戻って見直すことにより、国全体の強靱化の取組を推進する。

論点 ０－２：「需要主導型」から「リスク管理型」への転換にあたってのフルプランの記載内容のあり
方を見直すべき
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論点 ０－２：「需要主導型」から「リスク管理型」への転換にあたってのフルプランの記載内容のあり
方を見直すべき

次期計画の検討 計画期間の設定 （概ね10年）

リスク特定

リスク分析

リスク評価

現行計画の
総括評価

・需要の見通し、供給の目標と、実績の比較・分析
・掲上事業の実施状況
・その他重要事項の実施状況

フルプラン全部変更

中間点検

・関連計画の変更状況
・想定した将来水需要と
実績の比較分析
（不確定要素の実績等）
・渇水の発生状況
・ハード・ソフト対策の評価
（実渇水時の対策の効果）

全部変更の
必要性の検討

概ね5年後を目処

現行計画の効果及び課題を評価

水
資
源
開
発
分
科
会
・各
部
会
で
の
審
議
、
関
係
省
庁
、
関
係
都
府
県
等
と
の
協
議

関連計画で定められた
具体の行動からＦＰ地
域の水利用に関する施
策を抜き出し、効果及
び進捗状況等を確認。

関連計画で定められた
具体の行動からＦＰ地
域の水利用に関する施
策を抜き出し、効果及
び進捗状況等を確認。

供給可能量
の算出

将来需要
の設定

・1/10渇水

・既往最大
渇水

・社会経済情勢
（人口、経済
成長率）等の
不確定要素
・地域の実情

水需給バランスを
総合的に評価

(1)危機時において必要な水を
確保するための施策の検討
・過去の渇水時の対応策の評価

(2)水供給の安全度を確保する
ための施策の検討
・水道事業者等の過去の取組
評価、今後の取組予定の調査

ハード・ソフト対策の立案

リスク対応

【関連する計画】

・地震防災基本計画
・南海トラフ地震防災対策推
進基本計画

・首都圏直下型地震緊急対
策推進基本計画

等

・インフラ長寿命化基本
計画

・インフラ長寿命化計画
（行動計画）

等

【関連する計画】

リスクアセスメント

関連計画で
リスク評価済み

関連計画で
リスク評価済み

地震 老朽化 渇水
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○従来フルプランの需要見通し及び供給の目標の想定期間
・概ね１０年程度

○関連する他計画の計画期間

・「国土形成計画（広域地方計画）」 ＝概ね10ヶ年間（2015（H27）～2025(H37)年）
・「社会資本整備重点計画」 ＝５年間（2015（H27）～2020（H32）年）
・「インフラ長寿命化計画（行動計画）」 ＝８年間（2013（H25）～2020（H32）年） ※水資源機構の事例

・「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」 ＝１０年間（2014(H26)～2023(H35)年）

○将来予測
・「日本の地域別将来推計人口」 ＝ ５年毎に更新 ※直近はH30年 （国立社会保障・人口問題研究所）

・将来の経済成長率 ＝毎年更新 （内閣府：経済財政諮問会議資料）

論点 １－１：計画期間のあり方

水需要の見通し

施設計画時 現在

需
要
量

現在の
需要量

予測時点
の需要量

予測

人口減少対策、水使用量原単
位の増減、経済動向の変化、老
朽化による漏水の増加、時期別
の需要変動などの要因で変動

計画当時の
供給可能量

現在の
供給可能量

水の供給可能量

施設計画時

安
定
供
給
可
能
量

降雨形態の変化な
どの要因によって
変動する可能性

予測時点の
供給可能量

現在 予測

水需要の見通し

施設計画時 現在

需
要
量

現在の
需要量

予測時点
の需要量

予測

人口減少対策、水使用量原単
位の増減、経済動向の変化、老
朽化による漏水の増加、時期別
の需要変動などの要因で変動

計画当時の
供給可能量

現在の
供給可能量

水の供給可能量

施設計画時

安
定
供
給
可
能
量

降雨形態の変化な
どの要因によって
変動する可能性

予測時点の
供給可能量

現在 予測
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論点 １－２：新たな「水需給バランスの総合的な点検」に基づくフルプランへの記載のあり方は如何
にあるべきか

供給可能量の点検イメージ

従来からの視点

計画当時の
供給可能量

（10年第１位相当）

目標年の
供給可能量

目標年

供
給
可
能
量

需
要
量

既往最大の
渇水時における
供給可能量

リスク管理
の視点

現在

高位予測値

低位予測値

点検のポイント① （水需給バランスの確保）

需要予測値と「10箇年第１位相当」の供給
可能量が均衡しているか

水資源開発（ハード対策）の判断 供給可能量の低下
・降水量の変動幅増大
・積雪量の減少
・融雪の早期化

点検のポイント② （渇水リスクへの対応）

需要に見合った供給量が確保できない
状況を想定して対応を検討する必要

ソフト対策の検討

各種要因による
変動幅を考慮し
て需要量を予測

新たな視点

既往最大の渇水など、
これまでの実績値が検
討の目安になる

渇水リスクに対して
ハード対策で対応で
きない場合は、ソフ
ト対策で補う必要が
ある

実績値

10年第１位相当

水の供給可能量は
降水の状況等に
よって変動する
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現行フルプランの記載＜吉野川の事例＞

１．水の用途別の需要の見通し及び供給の目標
(1)水の用途別の需要の見通し
平成22年度を目途とする水の用途別の需要の見通しは、・・・・おおむね次のとおりとする。
水道用水については、・・・・毎秒約10立方メートルである。
工業用水については、・・・・毎秒約12立方メートルである。

農業用水については、・・・・農業基盤の整備その他農業近代化施策の実施に伴うこの水系に依存する水量
の増加は見込まれない。

他計画の参考事例（「四国圏広域地方計画 Ｈ２８．３」の事例）

第２章 四国圏の将来像
第１節 基本方針
第２節 四国圏の発展に向けた目標
１）南海トラフ地震への対応力の強化等 ～心穏やかに暮らせるやすらぎの実現～

想定されている南海トラフ地震や津波等に対して安全・安心を確保するほか、台風や近年増加している豪
雨・渇水等の自然災害に備え、生命・財産の安全性を高めると同時に、自然の恵みを享受しつつ人と自然が
共生できる社会を構築していく。

また、今後、急速に進行する社会インフラの老朽化対策として、予防保全の観点から適切な維持管理・更新
等により地域の暮らしを支えるほか、地域の暮らしの快適性を高めることによって、多世代がともに心穏やか
に暮らせる、やすらぎの実現を推進する。

論点 １－３：「需要の見通し」の想定及び示し方はどうあるべきか
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論点 １－３：「需要の見通し」の想定及び示し方はどうあるべきか

各種要因によって生じる変動幅を予め考慮して需要予測を行う

・需要予測には、社会経済情勢等の不確定要素と水の供給過程で生じる不確定要素が存在する。

都市用水における需要の変動要因

これらの要因により
予測には変動幅が
生じる

• 出生率と死亡率の動向によって変動する

• 少子高齢化対策の政策要素に影響を受ける
人口

• グローバルな経済動向によって変動する

• 経済財政政策の動向に影響を受ける経済成長率

• 導水、浄水、配水の過程で生じる漏水等の増
減等により変動する （有収率、利用量率）

水供給過程

での漏水等

給水量の

時期変動

• 年間を通じての気象条件や渇水現象などに
よって変動する （負荷率）

水の需要予測を巡る不確定要素
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論点 １－４：「供給の目標」の設定及び示し方はどうあるべきか

現行フルプランの記載＜淀川の事例＞

１．水の用途別の需要の見通し及び供給の目標
(2)供給の目標

これらの水の需要に対し、近年の降雨状況等による流況の変化を踏まえた上で、地域の実情に即して安
定的な水の利用を可能にすることを供給の目標とする。このため、２に掲げる施設整備を行う。

２に掲げる水資源開発のための施設とこれまでに整備した施設等により、供給が可能と見込まれる水道用
水及び工業用水の水量は、近年の20 年に２番目の規模の渇水時における流況を基にすれば、毎秒約111 
立方メートルとなる。なお、計画当時の流況を基にすれば、その水量は毎秒約134 立方メートルとなる。

将来の河川流量の見通し等を総合的に考慮して供給可能量を算定

・将来の河川の渇水流量はさらに減少する可能
性がある。

・将来の厳しい河川流況を正確に予測する科学
的知見は不十分。

・供給可能量を過大評価しないよう、現行計画と
同じ河川流況で評価。

異常少雨の年間出現数の経年変化

日本の異常少雨の出現数は長
期的に増加している

安定供給可能量の点検
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留意点 ２－１：コストも見据え対策を立案すべき

１新規事業採択時評価の項目
(1)災害発生時の影響
(2)過去の災害実績
(3)災害発生の危険度
(4)地域開発の状況
(5)地域の協力体制
(6)事業の緊急度
(7)水系上の重要性（河川事業のみ）
(8)災害時の情報提供体制
(9)関連事業との整合
(10)代替案立案等の可能性
(11)費用対効果分析等

出典：「河川及びダム事業の新規事業採択
時評価実施要領細目」

○新たに事業化する際は、事業を実施する行政機関により、費用対効果分析を含む多岐にわたる項目の評
価が行われている。

水資源開発促進法に基づくフルプラン変更の流れ
事業に関する法手続の流れ
（独立行政法人水資源機構法

に基づく手続き）計画変更の手続き

国
土
審
議
会
水
資
源
開
発

分
科
会
に
お
け
る
審
議

（
計
画
案
の
作
成
）

関係省

関係都府県

閣
議
決
定

国
土
交
通
大
臣
決
定

意見照会

協 議

水
資
源
開
発
基
本
計
画

に
基
づ
く
事
業
実
施
計
画

関
係
省
協
議

関
係
都
府
県
協
議

主
務
大
臣
の
認
可

公

示

（５年連続）

（３年未着工）
（再評価後５年経過毎）※
※未着工の場合は３年経過毎 （完了後５年以内）

（新規事業採択） （着工） （完了）

計画段階評価 新規事業採択時評価 再評価 事後評価

計画段階 事業実施 供用

＜事業進捗と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））＞（行政機関が行う政策の評価に関する法律）

フルプランへの事業掲上
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論点 ３－１：「水需給バランスの総合的な点検」にもとづく必要な対応策の積み上げの考え方は如何
にあるべきか

ハードだけでは、対応
できない期間

将来需要予測（高位）

需要面からの施策

供給面からの施策

供給可能量(ハード対策前)

供給可能量(ハード対策後)
1/10渇水時の

日
最
大
取
水
量o

r 

供
給
可
能
量

時間○月 ○月 ○月 ○月

12

給水車、
地下水利用等

1/10渇水時の

危機的渇水時（既往最大時）の
供給可能量

危機時において必要な水を確保するための施策

○月

節水機器の普及、漏水防止等

取水制限等

危機時に最低限必要な水量

水供給の安全度を確保するための施策

将来需要予測（低位）

ダム再生、雨水・再生水の活用等



論点 ３－１：「水需給バランスの総合的な点検」にもとづく必要な対応策の積み上げの考え方は如何
にあるべきか

○過去の吉野川水系における影響
（平成20年度実績 （香川県内））

※下線は前回の取水制限から減圧給水が強化された市町

20%取水制限時

35%取水制限時

50%取水制限時

●減圧給水（高松市）

●減圧給水（高松市、坂出市、観音寺市、三木町、宇多津町）

●減圧給水（高松市、坂出市、観音寺市、三木町、宇多津町、さぬき市、

丸亀市）

●用途間調整（工水、農水→上水）

60%取水制限時

●減圧給水（高松市、坂出市、観音寺市、三木町、宇多津町、さぬき市、

丸亀市、善通寺市、多度津町）

●番水の実施

●洗車場、公営プール、公園の噴水など中止

●給食の紙皿使用

利水容量ゼロ

●減圧給水（高松市、坂出市、観音寺市、三木町、宇多津町、さぬき市、

丸亀市、善通寺市、多度津町、三豊市）

●発電専用容量による緊急放流

（吉野川水系における過去の渇水の状況）
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論点 ３－１：「水需給バランスの総合的な点検」にもとづく必要な対応策の積み上げの考え方は如何
にあるべきか

整備された水供給

施設のストック

次期計画のあり方②

水供給の安全度を確保

するための対策

地域の実情に応じた水の安定供給を実現

・水需給バランスの確保

・地震等の危機時にも最低限の水を供給

次期計画のあり方①

危機時にも必要な水を

確保するための対策

計画的な長寿命化
対策の推進

次期計画のあり方③

既存施設の徹底活用

継続事業の

着実な推進

・ハード対策
・ソフト対策

・需要面の対策
・供給面の対策

○地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大規模な事故、危機的な渇水等の危機時において最低限必要な水を確保するためには、各水資
源開発水系の実情を踏まえるとともに、施設の重要性に応じて、下記に例示する各種施策を組み合わせて効果的な施策の展開を検討するよう留
意する必要がある。

危機時において必要な水を確保するための施策の展開

新しい水資源政策のイメージ図
危機時における水の確保のための施策体系

水の供給に

影響が大きい

リスク

地震等の大
規模災害等

水インフラ
の老朽化に
伴う大規模
な事故

危機的な

渇水

気候変動に
よる深刻な
事象（洪水・
高潮）

水供給に影響が大きいリスク

危
機
時
に
お
い
て

最
低
限
必
要
な

水
を
確
保

ハ
ー
ド
対
策

ソ
フ
ト
対
策

気候変動リスクへの対応

渇水対応タイムラインの作成

流域関係者の合意形成による適応
策の検討。データの蓄積・評価。

危機的な渇水に至らないよう、需要
側・供給側の対応や役割分担を検討。

危機時に備えた事前対策

大規模災害等の被害を最小限に抑え
るための事前対策と、水供給施設の一
体的な連携を図るための取組。

危機時における柔軟な対応
危機時における柔軟な対応で渇水
に長く持ち堪える。

Ｂ Ｃ Ｐ の 策 定

資 機 材 の 備 蓄

相互応援協定の締結

長寿命化計画等の策 定

用途外の容量の活用等

水利使用の調整

送水管路等の二連化

施 設 の 耐 震 対 策

連 絡 管 の 整 備

ダ ム 群 連 携

施設の維持補修・老朽化対策

危機時における代替機能の確保。
用水供給の途絶を回避。

危機時に用水事業者間で用水の相
互融通。

施設の補強等により危機時に機能
不全に陥らない堅牢さを確保。

点検・補修等及び長寿命化対策で施
設が良好に機能する状態を保つ。

効率的な水運用により、危機的な
渇水時にも長く持ち堪え、早期の回
復が可能な対応力を確保。

既存施設の徹底活用

水についての教育・普及

代替水資源（地下水等）の活用
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留意点 ３－２：節水型社会の構築に向けての留意点

整備された水供給

施設のストック

次期計画のあり方②

水供給の安全度を確保

するための対策

地域の実情に応じた水の安定供給を実現

・水需給バランスの確保

・地震等の危機時にも最低限の水を供給

次期計画のあり方①

危機時にも必要な水を

確保するための対策

計画的な長寿命化
対策の推進

次期計画のあり方③

既存施設の徹底活用

継続事業の

着実な推進

・ハード対策
・ソフト対策

・需要面の対策
・供給面の対策

○ 地域の実情に即して安定的な水の利用を可能にするために、需要と供給の両面から下記に例示する各種施策の総合

的な展開を検討するよう留意する必要がある。

水供給の安全度を確保するための施策の展開

水供給の安全度を確保するための施策の展開

新しい水資源政策のイメージ図

需
要
面
か
ら
の
施
策

供
給
面
か
ら
の
施
策

水
供
給
の

安
全
度
を
確
保

節水型社会の構築

水利用の合理化

長寿命化対策の計画的推進
ダム群の統合運用
既存ダムのかさ上げ
放流能力の増強
堆砂対策
ダム群再編
ダム群連携

大規模災害時等の代替水源
持続的な保全と利用

上下流交流の拡大
地域活性化の取組の推進

・節水機器の普及、節水対策への
助成、水道の漏水防止対策、雨
水・再生水利用等の取組

・住宅産業等と連携した住まい方
やまちづくりとあわせた節水型社
会の構築

・「節水呼びかけ」などによる継
続的な普及啓発

・用途間の水の転用の一層の推進

・利水者の節水努力の喚起や既存施
設の有効活用といった観点からの
渇水調整

既存施設の徹底活用
による水の有効活用

地下水の保全と利用

雨水・再生水の利用促進

平常時の利用促進
緊急時の代替水資源としての利用

水源地域の振興

水資源開発施設の建設

安全でおいしい水の確保

水質改善、水質リスクの低減
取排水系統の再編
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留意点 ３－２：節水型社会の構築に向けての留意点

○平成28年渇水における節水啓発の取組

気象庁HP

関東甲信地方や北関東の都県に対する気象

情報で、国土交通省から節水を呼びかけ。

◆ 気象情報で節水PR

◆ 情報表示板で節水PR

国道4号 栃木県那須町東京メトロ銀座駅新宿南口交通ターミナル（バスタ新宿）

◆ 交通機関での節水PR

○節水機器の紹介：福岡市水道局

○節水コマの無料配布：福岡市水道局

節
水
コ
マ

普
通
コ
マ

配布開始：昭和53年
配布状況：376,128個

（H26年度末）
普及率：96.2％

（H26年度末）

出典）福岡市水道局HP

出典）福岡市提供資料

コマの違いによる吐水量の比較

○雑用水利用促進制度：香川県

大型建築物（建築面積1万

m2以上）を新築又は増築す

る場合、雑排水や雨水等を

トイレ洗浄水に再利用する

ための雑用水利用施設の

設置を促進。

出典）香川県HP

◆ 自治体等の節水PR

千葉市平川浄水場千葉市土気あすみ丘プラザ

出典）千葉市提供資料 出典）北千葉広域水道企業団

節水機器の普及や節水対策への助成、水道の漏水防止対策や雨水・再生水の利用など、社会全体で節水型都市づくりの
取組が行われているが、今後は住宅産業等と連携して住まい方やまちづくりと合わせた節水型社会の構築を検討すること
などが重要である。

平成28年渇水でも各利水関係機関等による節水呼びかけが行われたところであるが、今後も継続的に普及啓発を行ってい
くことが重要である。

◆ 広報誌による節水PR
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留意点 ３－３：水循環政策の推進

水循環基本計画で提案

健全な水循環の維持・回復に
向けた流域連携の枠組み

• 「流域水循環協議会」を設置

• 「流域水循環計画」を策定

• 計画に基づき、水循環に関する

施策を推進

流域マネジメント

○ 水循環基本計画と整合を図りつつ、リスク管理型の水の安定供給に向けて流域マネジメントの導入により関係機関

等の連携と合意形成を図るととともに、水利用の過程において流域を俯瞰した総合的な対応を行い、水源涵養機能と

いった課題に応じて、健全な水循環の維持又は回復に向けた取組の計画的な推進に資するよう留意する必要がある。

水循環政策との整合

＜水循環＞

水が蒸発、降下、流下又は
浸透により、海域等に至る過
程で、地表水又は地下水とし
て河川の流域を中心に循環
すること

＜健全な水循環＞

人の活動及び環境保全に果たす水の機能
が適切に保たれた状態での水循環

流
域
を
俯
瞰
し
た
総
合
的
対
応

水源涵養機能低下

○水循環に関する課題の例

都市化による
洪水時の流量増加

地下水位の低下

雨水の
地下浸透減少

水質悪化

今後の水資源政策
（健全な水・エネルギー・物質循環に立脚した社会）

流域における健全な水循環
の維持又は回復

流域内の各地域で進められている健全
な水循環の維持又は回復に向けた取組
について、流域マネジメントの導入によっ
て、十分な情報公開に基づく関係機関等
の連携と合意形成を一層促進することが
重要である。

低炭素社会に向けた取組

水環境・生態系の保全・再生

流域全体を視野に入れ、水利用の過程で
水環境・生態系の保全・再生に一層配慮
した取組を推進することが重要である。

小水力発電を含む水力発電、自然流下
を活用した水供給システムの検討、下
水熱の利用、下水汚泥等バイオマスの
エネルギー利用、エネルギーの抑制に
寄与する再生水利用等、低炭素社会の
実現に向けた取組を推進することが重
要である。
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国土交通省国土政策局「国土数値情報（行政区域データ）」をもとに
内閣官房水循環政策本部事務局が編集・加工

福岡市水循環型都市づくり
基本構想

とやま２１世紀水ビジョン

越前おおの湧水文化再生計画

第２期島原半島窒素負荷
低減計画（改訂版）

ひょうご水ビジョン

高松市水環境基本計画
第2次熊本市地下水保全プラン

四万十川流域振興ビジョン

熊本地域地下水総合保全
管理計画・第2期行動計画

京都市水共生プラン

都城盆地硝酸性窒素削減対策
基本計画・都城盆地硝酸性窒素
削減対策実施計画
（最終ステップ）

岡崎市水環境創造プラン

しずおか水ビジョン

第2次静岡市環境基本計画

水環境共働ビジョン（※豊田市）

なら水循環ビジョン

第２次仁淀川清流保全計画

凡例
平成29年１月公表

平成29年４月公表

安曇野市水環境基本計画およ
び安曇野市水環境行動計画

平成30年１月公表

酒匂川総合土砂管理プラン

秦野市地下水総合保全管理計画

座間市地下水保全基本計画

国立市水循環基本計画

印旛沼流域水循環健全化計画
・第2期行動計画

八王子市水循環計画

さいたま市水環境プラン
（第2次改訂版）

うつくしま「水との共生」プラン

北上川流域水循環計画

鳴瀬川流域水循環計画

名取川流域水循環計画

千葉市水環境保全計画

平成30年４月公表

留意点 ３－３：水循環政策の推進

「流域水循環計画」の策定状況（平成30年４月時点）
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